
議題３ 

障害者差別の解消について 



障害者差別の解消について 

１ 障害者差別解消法の概要について 

   資料 ３-２ 

２ 障害者差別解消地域協議会について

  概要について  資料 ３-３ 

  期待される役割・・・相談事例等の情報共有・協議を通じ、地域の実情に応じた 

差別解消の取組をすすめるためのネットワークを構築する。 

３ 豊明市の対応について 

  ・市職員の「対応要領」を平成２９年３月に作成。 資料 ３-４ 

  ・相談窓口を社会福祉課に設置。 

（広報とよあけ平成２９年２月号で周知） 

４ 相談対応事例の紹介 

   資料 ３-５ 

５ 取り組みの紹介 

NPO 法人えんとかく による取り組みについて 

（平成 28 年度 障害及び障害者に対する県民理解促進事業を受託） 

    資料 ３-６ 
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差別解消法制定に伴う豊明市職員対応要領の概要

◆職員対応要領とは？

 差別解消法第七条「行政機関等における障害を理由とする差別の禁止」に規定されてい

るとおり、市の職員が障害のある人に対して障害を理由とする差別をすることなく適切に

対応するために作られるものです。

◆職員は何をして、何をしてはいけないの？

 職員は、障害のある人に対して不当な差別的取扱いをしてはいけないです。また、障害

のある人が、自身に対する社会的障壁の除去を必要としている場合は、職員は、実施に伴

う負担が過重でないときは、障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮の提供をし

なければいけません。

◆不当な差別的取扱いとは？

 障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービス若しくは各

種機会の提供を拒否すること又はこれらの提供に当たって場所、時間帯等を制限すること、

障害のない人に対しては付さない条件を付けること等により、障害のある人の権利利益を

侵害することです。

（具体例）・障害があることを理由に窓口対応を拒否、後回しにする

・障害があることを理由に説明会、シンポジウム等への出席を拒む

・障害があることを理由にサービスの理由を制限したり（場所・時間帯等）、障

害のない人には付さない条件を付したり、他の者とは異なる取扱いをする

・障害があることを理由に学校への入学、式典、授業、活動等の参加を拒み、正

当な理由のない条件を付す

・正当な理由なく学校等の利用をさせない

・試験等において合理的な配慮の提供を受けたことを理由に当該試験等の結果を

     学習評価の対象から除外し、又は評価において差を付ける

※正当な理由とは

 障害のある人に対して、障害を理由として、財・サービス又は各種機会の提供を拒否す

るなどの取扱いが客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らし

てやむを得ないと言える場合である

◆合理的な配慮の提供とは？

 障害のある人の権利利益を侵害することとならないよう、障害のある人が個々の場面に

おいて必要としている社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組であり、その実

施に伴う負担が過重でないものです。
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（具体例）・目的の場所までの案内の際に、障害のある人の歩行速度に合わせた速度で歩く。

前後・左右・距離の位置取りについて、障害のある人の希望を聞く。

・障害の特性により、離席や移動の必要がある場合に、会場の座席位置を出入口

付近にする。

・不随意運動等により書類等を押さえることが難しい障害のある人に対し、職員

が書類を押さえ、又はバインダー等の固定器具を提供する。

・障害のある人用の駐車場は目的外の利用がされないよう注意を促す。

・エレベーターがない施設の上下階に移動する際、移動をサポートする。

・意思疎通が不得意な障害のある人に対し、実物や絵カード等を活用して本人に

分かる方法で意思を確認する。

・駐車場等で通常、口頭で行う案内を、紙にメモをして渡す。

◆監督者の責務とは？

 日常の執務を通じた指導により、本要領における内容について職員に対する注意喚起を

して、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせることです。また、職員によ

る差別的取扱い又は合理的配慮の不提供に対する相談や苦情があった場合は、迅速に状況

を確認したり、それらに対する指導や適切な対応が求められます。

◆相談体制について

 社会福祉課障がい社会係が相談窓口となっています。これはあくまでも窓口であり、社

会福祉課長は、相談に対する解決を必要とする場合、各課や各機関に指導及び助言を求め

るものとしている。※別添イメージ図参照

 例えば、『○○課の窓口で、職員が障害者に対して不当な差別的対応を行った。これは、

職員に対する服務規程違反に該当する可能性があると思われるので、秘書広報課にて該当

職員に対する指導を行い、その後の相談者への回答をすることとする。』といった、解決を

図るために必要な専門部局へ引き渡すイメージとなります。

◆研修及び啓発について

 社会福祉課長は、障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な

研修及び啓発を行うものとする。これは、現行職員をはじめ、新たに職員になった者に対

する研修に対しても、差別解消法に関する基本的な事項を理解させるための研修やセミナ

ーを行うよう秘書広報課に協力を求めたいと思います。
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・情報共有（各団体が相談を
　聞く場合もある）
・問題解消のための分析
　意見のすり合わせ

差別解消法の相談の流れ　イメージ図

社会福祉課障がい社会係は、相談窓口であるが、あくまでも「相
談を受け、解決のために各機関へ橋渡しをする」役割である

相談窓口
社会福祉課 障がい社会係

相談支援センター

フィット

土木課

（道路関係）

生涯学習課
（文館、体育館）

秘書広報課

（人事） 総務課
学校教育課、

教育委員会

包括支援

センター

国

愛知県

市役所職員が

窓口において、

障害を理由に

不当な差別的

対応をしたらし

いです。人事と

して、対処して

ください。

庁舎内に、視

覚障害者の方

が利用しにく

い箇所があっ

た。工事の検

討をしてくださ

い。

ある学校の授

業内容に、障害

をもつ児童に対

し差別的取り扱

いがみられた。

対処をしてくだ

さい。

学校
老健、

介護施設

市民からの

【差別を受けた、合理的配慮をしてもらえ

なかった】といった相談

助言

サポート

地域協議会

福祉会 校長会
商工会

福祉会家族会
保健所

etc...様々な団体
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相談対応事例について

相談者氏名 A さん （視覚障害）

性 別 男性 年 齢 60 代

相談日 平成２８年６月

方 法 ■ 電話  □ メール  □ 面談

相

談

内

容

相談内容および経路

ご本人から、担当相談支援専門員に以下の通り相談があった。

参議院議員選挙にあたり、点字の選挙資料が届いた。視覚障害がある

が、点字は読めないので、大量の点字資料を送付してもらっても困って

しまうし、わからない。

相談を受けての対応

担当相談支援専門員から社会福祉課へ上記の旨連絡が入る。

社会福祉課から、市選挙管理委員会へ音声での選挙公報の送付が可能

かを確認。選挙公報の音声データ（Daisy）が市選管へ配布されていた

ため、本人に送付した。また、今後の選挙でも音声データでの選挙公報

をご本人に送付できるよう調整を行った。

（市単位の選挙では、音訳ボランティア（草笛の会）にて、声の広報聴読者の方に

は候補者情報もあわせて送付してくださっているとのこと）

本人の思いなど

点字の書類は読めないし、かさばるので処分に困る。音声で送っても

らえて助かった。点字を読めない人には音声の方を届けられると良い。
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